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第４章 多分野との連携・協働による推進 

本計画は、子どもの貧困対策を総合的に推進する計画であることから、行政の

みならず、市民や企業、保育所（園）・認定こども園＊・幼稚園、学校、保健福祉

等の機関など、地域の関係団体との連携・協力が不可欠となっています。 

子ども・子育て支援の関係者や子育て中の家庭だけでなく、市民をはじめとし

た地域や社会全体が貧困対策支援の担い手として子どもの貧困に対する理解を

深め、課題解決の意識を持つことができるよう、計画について広く周知に努めま

す。 

また、支援が届きにくい児童・生徒、保護者へ支援情報を届けることを優先事

項とし、あらゆる手法を講じるため子どもに関わる機関や企業、NPO＊など各種

団体に対しても計画への理解と実施に向けた協力を求める働きかけを行い、関

係団体との連携・協力を得ながら児童・生徒、保護者との信頼関係を構築し子ど

もたちを支援する環境を市全体で推進します。 

 

【本計画の推進体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《役割》 

○教育・保育施設の量的拡充・質的改

善の推進 

○新制度の円滑な推進 

○関係機関・団体などとの連携・調整 

○情報提供の充実 

行政 

《役割》 

○質の高い教育・保育の提供 

○子育て支援拠点として地域に開か

れた施設運営 

○専門性の高い支援 

教育・保育施設事業者 

《役割》 

○地域住民による子育て支援 

○多様な体験機会を提供 

○子育て家庭への理解・協力 

地域・企業 

妊産婦・子ども及びその保護者 

連携 連携 

支援 支援 

支援 

連携 


